
1

刑
事
に
関
す
る
共
助
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
条
約

日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、

刑
事
に
関
す
る
共
助
の
分
野
に
お
け
る
両
国
の
協
力
を
一
層
実
効
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
希
望
し
、

そ
の
よ
う
な
協
力
が
両
国
に
お
い
て
犯
罪
と
戦
う
こ
と
に
貢
献
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

１

各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
請
求
に
基
づ
き
、
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
刑
事
手
続
に
つ
い
て
こ
の
条
約
の
規
定
に
従

っ
て
共
助
を
実
施
す
る
。

２

共
助
に
は
、
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
含
む
。
こ
の
条
約
に
お
い
て
「
物
件
」
と
は
、
証
拠
と
な
る
書
類
、
記
録
そ
の
他

の
物
を
い
う
。

証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
取
得

(1)

人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分

(2)
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人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
の
特
定

(3)

国
又
は
地
方
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
又
は
司
法
機
関
の
保
有
す
る
物
件
の
提
供

(4)

請
求
国
に
お
け
る
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
招
請
に
つ
い
て
の
伝
達

(5)

拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
身
柄
の
移
動
で
あ
っ
て
証
言
の
取
得
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
も
の

(6)

犯
罪
の
収
益
又
は
道
具
の
没
収
及
び
保
全
並
び
に
こ
れ
ら
に
関
連
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
共
助

(7)

被
請
求
国
の
法
令
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
共
助
で
あ
っ
て
両
締
約
国
の
中
央
当
局
で
合
意
さ
れ
た
も
の

(8)
３

各
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
中
央
当
局
が
次
の
こ
と
を
保
証
す
る
場
合
で

あ
っ
て
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
犯
罪
の
疑
い
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
の
行
政
機
関
に
よ
る
犯
則
調
査
に
つ
い
て
、
適
当

と
認
め
る
条
件
を
付
し
て
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
共
助
を
実
施
す
る
。

当
該
犯
則
調
査
を
行
う
当
局
が
、
犯
罪
を
構
成
し
得
る
事
実
に
つ
い
て
の
犯
則
調
査
を
行
う
法
令
上
の
権
限
に
加
え

(1)
て
、
特
別
の
手
続
に
従
い
、
訴
追
の
た
め
に
検
察
官
に
対
し
て
事
件
を
送
付
す
る
法
令
上
の
権
限
又
は
犯
則
調
査
に
お
い

て
得
た
証
言
若
し
く
は
供
述
を
文
書
化
し
若
し
く
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
検
察
官
に
対
し
て
提
供
す
る
法
令
上

の
権
限
を
有
す
る
こ
と
。
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証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
請
求
国
に
お
け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
刑
事
手
続

(2)
に
お
い
て
使
用
（
訴
追
を
行
う
か
否
か
の
決
定
の
た
め
の
使
用
を
含
む
。)

す
る
こ
と
。

４

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
請
求
国
に
お
け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の

対
象
と
な
る
行
為
が
自
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
犯
罪
を
構
成
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
助
を
実
施
す
る
。

５

こ
の
条
約
は
、
両
締
約
国
間
で
の
共
助
の
み
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
条
約
の
規
定
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
を
妨
げ

る
こ
と
又
は
証
拠
を
排
除
す
る
こ
と
に
関
し
、
私
人
の
権
利
を
新
た
に
創
設
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
私
人
の
既
存
の

権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

第
二
条

１

各
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
規
定
す
る
任
務
を
行
う
中
央
当
局
を
指
定
す
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、
中
央
当
局
は
、
司
法
長
官
又
は
同
長
官
が
指
定
す
る
者
と
す
る
。

(1)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
中
央
当
局
は
、
法
務
大
臣
若
し
く
は
国
家
公
安
委
員
会
又
は
こ
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
指
定
す
る
者

(2)
と
す
る
。

２

こ
の
条
約
に
基
づ
く
共
助
の
請
求
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
か
ら
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
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３

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
当
た
っ
て
、
相
互
に
直
接
連
絡
す
る
。

第
三
条

１

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
が
政
治
犯
罪
に
関
連
す
る
と
認
め
る
場
合

(1)

被
請
求
国
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
よ
り
自
国
の
安
全
そ
の
他
の
重
要
な
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

(2)
認
め
る
場
合

被
請
求
国
が
、
共
助
の
請
求
が
こ
の
条
約
に
定
め
る
要
件
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合

(3)

被
請
求
国
が
、
請
求
国
に
お
け
る
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
対
象
と
な
る
行
為
が
自
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
犯
罪
を

(4)
構
成
し
な
い
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
当
た
り
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
裁
判
所
若
し
く
は

裁
判
官
が
発
す
る
令
状
に
基
づ
く
強
制
措
置
又
は
自
国
の
法
令
に
基
づ
く
そ
の
他
の
強
制
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る

と
き
。

２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
１
の
規
定
に
基
づ
き
共
助
を
拒
否
す
る
に
先
立
ち
、
自
国
が
必
要
と
認
め
る
条
件
を
付
し
て

共
助
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
請
求
国
の
中
央
当
局
と
協
議
す
る
。
請
求
国
は
、
当
該
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条
件
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
。

３

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
共
助
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
拒
否
の
理
由
を
通
報
す
る
。

第
四
条

１

請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
共
助
の
請
求
を
書
面
に
よ
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
被
請
求
国
の
中
央

当
局
が
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
書
面
以
外
の
信
頼
し
得
る
通
信
の
方
法
に
よ
り
共
助
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
共
助
の
請
求
を
確
認
す
る
書
面
を
追
加
的
に
提
出
す
る
よ
う
請
求
国
の
中
央

当
局
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
助
の
請
求
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
で
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
被
請
求
国
の
言
語
に
よ
っ
て
行
う
。

２

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
通
報
す
る
。

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
を
行
う
当
局
の
名
称

(1)

捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
の
内
容
及
び
段
階
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
実
並
び
に
請
求
国
の
関
係
法
令
の
条
文

(2)

請
求
す
る
共
助
に
つ
い
て
の
説
明

(3)

請
求
す
る
共
助
の
目
的
に
つ
い
て
の
説
明

(4)
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３

共
助
の
請
求
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
可
能
な
範
囲
で
通
報
す
る
。

証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
の
特
定
及
び
所
在
地
に
関
す
る
情
報

(1)

証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
取
得
又
は
記
録
の
方
法
に
つ
い
て
の
説
明

(2)

証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
質
問
表

(3)

取
得
さ
れ
る
べ
き
物
件
及
び
そ
の
身
体
が
捜
索
さ
れ
る
べ
き
人
又
は
捜
索
さ
れ
る
べ
き
場
所
に
つ
い
て
の
正
確
な
説
明

(4)

見
分
さ
れ
る
べ
き
人
、
物
件
又
は
場
所
に
関
す
る
情
報

(5)

人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
の
実
施
及
び
記
録
の
方
法
（
見
分
に
関
し
て
作
成
さ
れ
る
べ
き
文
書
に
よ
る
記
録
の
様
式

(6)
を
含
む
。)

に
つ
い
て
の
説
明

特
定
さ
れ
る
べ
き
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
又
は
特
定
さ
れ
る
べ
き
こ
れ
ら
の
所
在
地
に
関
す
る
情
報

(7)

請
求
す
る
共
助
の
実
施
の
際
に
従
う
べ
き
特
定
の
方
法
に
つ
い
て
の
説
明

(8)

請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
支
払
う
こ
と
を
認
め
る
手
当
及
び
経
費
に
関
す
る
情
報

(9)

請
求
す
る
共
助
の
実
施
を
容
易
に
す
る
た
め
に
被
請
求
国
の
注
意
を
喚
起
す
べ
き
そ
の
他
の
情
報

(10)

第
五
条
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１

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
こ
の
条
約
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
速
や
か
に
実
施
し
、
又
は
当
該
共
助

の
実
施
の
た
め
権
限
の
あ
る
他
の
当
局
に
当
該
共
助
の
請
求
を
速
や
か
に
送
付
す
る
。
被
請
求
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

当
該
共
助
を
実
施
す
る
た
め
に
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
可
能
な
す
べ
て
の
こ
と
を
行
う
。

２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
の
た
め
自
国
に
お
い
て
必
要
な
す
べ
て
の
調
整
を
行
う
。

３

被
請
求
国
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
こ
の
条
約
の
規
定
及
び
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
被
請
求
国
は
、
自
国
の

法
令
の
範
囲
内
で
、
適
当
と
認
め
る
場
合
に
は
、
前
条
３

、

又
は

に
規
定
す
る
方
法
で
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
も

(2)

(6)

(8)

の
に
従
う
。

４

１
の
規
定
に
従
い
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
必
要
な
罰
則
付
召
喚
令
状
、
捜
索
又
は
差

(1)
押
え
に
係
る
令
状
そ
の
他
の
命
令
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
必
要
な
令
状
又
は
命
令
を
発
す
る
権
限
を
有
す
る
。

(2)
５

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
が
自
国
に
お
い
て
進
行
中
の
捜
査
、
訴
追
そ
の
他
の
手
続
を
妨
げ

る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
実
施
を
保
留
し
、
又
は
必
要
と
認
め
る
条
件
を
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
で
の
協
議
の
後
に
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付
す
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
は
、
当
該
条
件
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
従
う
。

６

被
請
求
国
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
が
要
請
す
る
場
合
に
は
、
共
助
の
請
求
が
行
わ
れ
た
事
実
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
内

容
、
共
助
の
実
施
の
成
果
そ
の
他
共
助
の
実
施
に
関
す
る
関
連
情
報
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
最
善
の
努
力
を

払
う
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
な
く
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
場
合
に
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
も
の
と
し
、
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も

か
か
わ
ら
ず
当
該
共
助
が
実
施
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。

７

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
の
状
況
に
関
す
る
請
求
国
の
中
央
当
局
に
よ
る
合
理
的
な
照
会
に

回
答
す
る
。

８

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
の
要
請
に
応
じ
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
の
日
及
び
場
所
に
つ
き
請

求
国
の
中
央
当
局
に
事
前
に
通
報
す
る
。

９

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
の
中
央
当
局
に
対
し
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
に
つ

き
速
や
か
に
通
報
し
、
ま
た
、
そ
の
実
施
の
結
果
得
ら
れ
た
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件

を
提
供
す
る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
全
部
又
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
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に
は
、
そ
の
理
由
に
つ
き
請
求
国
の
中
央
当
局
に
通
報
す
る
。

第
六
条

１

被
請
求
国
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
間
で
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
請
求
さ
れ
た
共
助
の
実
施
に
要
す

る
す
べ
て
の
費
用
を
支
払
う
。
た
だ
し
、
鑑
定
人
に
支
払
う
手
数
料
、
翻
訳
、
通
訳
及
び
記
録
に
要
す
る
費
用
並
び
に
第
十

四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
人
の
移
動
に
要
す
る
手
当
及
び
経
費
に
つ
い
て
は
、
請
求
国
が
支
払
う
。

２

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
さ
れ
た
共
助
を
実
施
す
る
た
め
に
特
別
な
費
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
当
該
共
助
を
実
施
す
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
に
協
議
を
行
う
。

第
七
条

１

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
が
当
該
中
央
当
局
の
事
前
の
同
意
な
し
に
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
捜
査
、
訴
追
そ

の
他
の
手
続
以
外
の
手
続
に
お
い
て
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た

物
そ
の
他
の
物
件
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
は
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
要
請
に
従
う
。

２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録

し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
又
は
当
該
中
央
当
局
が
定
め
る
そ
の
他
の
条
件
に
従
う
場
合
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に
の
み
使
用
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
は
、
当
該
物
件
を
秘
密
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
同

意
し
た
場
合
に
は
こ
れ
に
従
い
、
ま
た
、
当
該
条
件
を
受
け
入
れ
た
場
合
に
は
こ
れ
に
従
う
。

３

こ
の
条
の
い
か
な
る
規
定
も
、
請
求
国
が
自
国
の
憲
法
上
の
義
務
の
範
囲
内
で
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ

た
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
訴
追
に
お
い
て
使
用
し
又
は
開
示
す
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
。
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
そ
の
使
用
又
は
開
示
に
つ
き
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
事
前
に
通
報
す
る
。

４

こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
は
、

請
求
国
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
反
し
な
い
で
公
開
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
も
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条

１

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
請
求
国
が
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
物
件
を
当
該
中
央
当
局
が
定
め
る
条
件

（
当
該
物
件
に
係
る
第
三
者
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
も
の
を
含
む
。)

に
従
っ
て
輸
送
し
及
び
保
管
す
る

こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
物
件
が
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に



11

使
用
さ
れ
た
後
、
請
求
国
が
当
該
中
央
当
局
が
定
め
る
条
件
に
従
っ
て
当
該
物
件
を
返
還
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

請
求
国
は
、
１
又
は
２
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
要
請
に
従
う
。
請
求
国
は
、
当
該
要
請
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い

て
、
見
分
に
よ
り
物
件
を
損
傷
し
又
は
損
傷
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
の
事
前
の
同
意
な
し
に

当
該
物
件
を
見
分
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条

１

被
請
求
国
は
、
証
言
、
供
述
又
は
物
件
を
取
得
す
る
。
こ
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
被
請
求
国
は
、
強
制
措
置
を

と
る
。

２

被
請
求
国
は
、
証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
取
得
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立

ち
会
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
、
及
び
当
該
者
が
証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
質
問
す
る

こ
と
を
認
め
る
よ
う
、
最
善
の
努
力
を
払
う
。
当
該
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
は
、
直
接
質
問
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
を
求
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
べ
き
質
問
を
提
出
す

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
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３

被
請
求
国
は
、
請
求
国
の
た
め
に
物
件
の
取
得
の
た
め
の
捜
索
及
び
差
押
え
を
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
措
置

が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
物
件
の
取
得
に
係
る
共
助
の
請
求
が
被
請
求
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
を
正

当
化
す
る
情
報
を
含
む
場
合
に
限
る
。

４

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
証
言
、
供
述
又
は
物
件
の
提
出
を
求
め
ら
れ
た
者
が
請
求
国
の
法
令
に
基
づ

(1)
い
て
免
除
、
不
能
又
は
特
権
を
主
張
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
証
言
、
供
述
又
は
物
件
を
取
得
す
る
。

被
請
求
国
は
、
証
言
、
供
述
又
は
物
件
を
取
得
す
る
に
当
た
り

の
主
張
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
請
求
国
の
手
続
に

(2)

(1)

関
し
て
権
限
を
有
す
る
当
局
が
当
該
主
張
を
処
理
す
る
よ
う
、
当
該
主
張
を
付
し
て
当
該
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又

は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
請
求
国
の
中
央
当
局
に
提
供
す
る
。

第
十
条

１

被
請
求
国
は
、
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
を
行
う
。
こ
の
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
被
請
求
国
は
、
強
制
措
置
を

と
る
。
当
該
措
置
に
は
、
物
件
の
全
部
又
は
一
部
の
破
壊
及
び
場
所
へ
の
立
入
り
を
含
む
。

２

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
基
づ
く
見
分
に
お
い
て
、
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
の
写
真
の
撮
影
又
は
ビ
デ
オ
に
よ

る
記
録
の
作
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
鑑
定
人
の
参
加
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

被
請
求
国
は
、
人
、
物
件
又
は
場
所
の
見
分
に
係
る
共
助
の
請
求
に
示
さ
れ
た
特
定
の
者
が
当
該
共
助
の
実
施
の
間
立
ち

会
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

第
十
一
条

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
す
る
人
、
物
件
若
し
く
は
場
所
を
特
定
し
又
は
こ
れ
ら
の
所
在
地
を
特
定
す
る
よ
う
最
善
の
努

力
を
払
う
。第

十
二
条

１

被
請
求
国
は
、
自
国
の
国
又
は
地
方
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
又
は
司
法
機
関
が
保
有
す
る
物
件
で
あ
っ
て
公
衆
が
入
手

可
能
な
も
の
を
請
求
国
に
提
供
す
る
。

２

被
請
求
国
は
、
自
国
の
国
又
は
地
方
の
立
法
機
関
、
行
政
機
関
又
は
司
法
機
関
が
保
有
す
る
物
件
で
あ
っ
て
公
衆
が
入
手

で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
捜
査
又
は
訴
追
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
自
国
の
当
局
が
入
手
で
き
る
範
囲
及
び
条
件
と
同

等
の
範
囲
及
び
条
件
で
、
請
求
国
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

１

被
請
求
国
は
、
こ
の
条
約
の
不
可
分
の
一
部
で
あ
る
附
属
書
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
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さ
れ
る
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し
又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
が
真
正
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求

国
は
、
附
属
書
の
関
連
す
る
規
定
に
従
っ
て
、
当
該
様
式
に
よ
り
真
正
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
証
言
又
は
供
述
を
文
書
化
し

又
は
記
録
し
た
物
そ
の
他
の
物
件
を
自
国
の
手
続
に
お
い
て
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。

２

被
請
求
国
は
、
附
属
書
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
差
し
押
さ
え
た
物
件
の
保
管
の
継
続
性
及
び
特
定
性
並
び
に
そ
の
保
全

の
状
態
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
請
求
国
は
、
附
属
書
の
関
連
す
る
規
定
に
従
っ
て
、
当
該
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た

証
明
書
を
自
国
の
手
続
に
お
い
て
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。

第
十
四
条

１

被
請
求
国
は
、
自
国
に
所
在
し
、
請
求
国
の
関
係
当
局
へ
の
出
頭
が
求
め
ら
れ
て
い
る
者
に
対
し
当
該
者
が
招
請
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
伝
達
す
る
。
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
自
国
が
当
該
出
頭
の
た
め
に
支
払
う
手
当
及
び
経
費
の
限
度
に

つ
き
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
通
報
す
る
。
被
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、
当
該
者
の
回
答
に
つ
き
請
求
国
の
中
央
当
局
に
速

や
か
に
通
報
す
る
。

２

１
に
規
定
す
る
招
請
に
従
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
に
出
頭
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
者
は
、
被
請
求
国
を
離
れ
る
前
の
い

か
な
る
行
為
又
は
有
罪
判
決
を
理
由
と
し
て
も
、
請
求
国
の
領
域
内
に
お
い
て
拘
禁
さ
れ
ず
、
ま
た
、
身
体
の
自
由
に
つ
い
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て
の
制
限
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。

３

１
に
規
定
す
る
招
請
に
従
っ
て
請
求
国
の
関
係
当
局
に
出
頭
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
者
に
つ
き
２
の
規
定
に
従
っ
て
与

(1)
え
ら
れ
る
保
護
措
置
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
時
に
終
了
す
る
。

当
該
者
が
自
ら
の
出
頭
が
必
要
で
な
く
な
っ
た
旨
を
関
係
当
局
に
よ
っ
て
通
知
さ
れ
た
後
七
日
が
経
過
し
た
時

(a)

当
該
者
が
請
求
国
か
ら
離
れ
た
後
、
任
意
に
請
求
国
に
戻
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
時

(b)

当
該
者
が
出
頭
期
日
に
関
係
当
局
に
出
頭
し
な
か
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
時

(c)
請
求
国
の
中
央
当
局
は
、

の
通
知
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
当
該
保
護
措
置
が

若
し
く
は

に
規
定
す
る
時
に

(2)

(1)
(a)

(1)
(b)

(c)

終
了
し
た
場
合
に
は
、
被
請
求
国
の
中
央
当
局
に
そ
の
旨
を
遅
滞
な
く
通
報
す
る
。

第
十
五
条

１

証
言
の
取
得
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
の
身
柄
が
他
方
の
締
約

国
の
領
域
に
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
被
請
求
国
は
、
当
該
目
的
の
た
め
、
当
該
者
の
身
柄
を
自
国
の

領
域
へ
移
す
こ
と
を
認
め
又
は
請
求
国
の
領
域
へ
移
す
。
た
だ
し
、
被
請
求
国
の
法
令
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
者
が
同
意
し
、
か
つ
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
が
合
意
し
た
と
き
に
限
る
。
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２

受
入
国
は
、
１
の
規
定
に
従
っ
て
身
柄
を
移
さ
れ
た
者
を
拘
禁
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
し
、
送
出
国
が
当
該
者
を

(1)
拘
禁
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
を
与
え
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
者
を
拘
禁
す
る
義
務
を
負
う
。

受
入
国
は
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
に
よ
る
事
前
の
又
は
別
段
の
合
意
に
従
い
、
当
該
者
を
送
出
国
に
よ
る
拘
禁
の
た

(2)
め
速
や
か
に
送
還
す
る
。

受
入
国
は
、
送
出
国
に
対
し
、
当
該
者
の
送
還
の
た
め
に
犯
罪
人
引
渡
手
続
を
開
始
す
る
よ
う
要
請
し
て
は
な
ら
な

(3)
い
。受

入
国
に
よ
っ
て
当
該
者
が
拘
禁
さ
れ
た
期
間
は
、
送
出
国
に
お
け
る
当
該
者
の
刑
期
に
算
入
す
る
。

(4)
３

こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
受
入
国
に
身
柄
を
移
さ
れ
た
者
は
、
受
入
国
か
ら
送
出
国
に
送
還
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
受
入
国

に
お
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
保
護
措
置
を
享
受
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
者
が
当
該
保
護
措
置
を
享
受
し
な
い
こ
と
に
つ
い

て
の
同
意
を
与
え
、
か
つ
、
両
締
約
国
の
中
央
当
局
が
そ
れ
に
つ
い
て
合
意
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
こ
の
３
の

規
定
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
前
条
の
「
請
求
国
」
及
び
「
被
請
求
国
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
受
入
国
」
及
び
「
送
出

国
」
と
読
み
替
え
る
。

第
十
六
条



17

１

被
請
求
国
は
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
犯
罪
の
収
益
又
は
道
具
の
没
収
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
手
続
に
つ
い

て
共
助
を
実
施
す
る
。
当
該
共
助
に
は
、
当
該
収
益
又
は
道
具
を
保
全
す
る
措
置
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

一
方
の
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
に
あ
る
犯
罪
の
収
益
又
は
道
具
が
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法

令
に
従
っ
て
没
収
又
は
差
押
え
の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
の
中
央
当

局
に
そ
の
旨
を
通
報
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
他
方
の
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
自
国
が
当
該
収
益
又
は
道
具
の
没
収
又

は
差
押
え
に
係
る
権
限
を
有
す
る
場
合
に
は
、
何
ら
か
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
た
め
に
当

該
通
報
の
内
容
を
自
国
の
関
係
当
局
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
他
方
の
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
当
該
関
係
当
局

が
と
っ
た
措
置
に
つ
き
当
該
一
方
の
締
約
国
の
中
央
当
局
に
報
告
す
る
。

３

１
又
は
２
の
規
定
の
実
施
の
結
果
犯
罪
の
収
益
又
は
道
具
を
保
管
し
て
い
る
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
っ
て
当
該
収

益
又
は
道
具
を
保
有
し
又
は
処
分
す
る
。
当
該
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
が
認
め
る
範
囲
内
で
、
自
国
が
適
当
と
認
め
る
条

件
を
付
し
て
当
該
収
益
又
は
道
具
の
全
部
又
は
一
部
を
他
方
の
締
約
国
に
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条

こ
の
条
約
の
い
ず
れ
の
規
定
も
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
が
他
の
適
用
可
能
な
国
際
協
定
又
は
適
用
可
能
な
自
国
の
法
令
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に
従
っ
て
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
共
助
を
要
請
し
又
は
実
施
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
十
八
条

１

両
締
約
国
の
中
央
当
局
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
迅
速
か
つ
効
果
的
な
共
助
の
実
施
を
促
進
す
る
目
的
で
協
議
す
る
も
の

と
し
、
当
該
目
的
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

両
締
約
国
は
、
必
要
に
応
じ
、
こ
の
条
約
の
解
釈
又
は
実
施
に
関
し
て
生
ず
る
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
も
協
議
す
る
。

第
十
九
条

１

こ
の
条
約
は
、
批
准
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
批
准
書
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
東
京
で
交
換
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
条
約
は
、
批
准
書
の
交
換
の
日
の
後
三
十
日
目
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

３

こ
の
条
約
は
、
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
の
日
の
前
又
は
以
後
に
行
わ
れ
た
行
為
に
関
連
す
る
共
助
の
請
求
に
つ
い
て
適
用

す
る
。

４

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
六
箇
月
前
に
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
る
通
告
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ

で
も
こ
の
条
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
各
自
の
政
府
か
ら
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
条
約
に
署
名
し
た
。

二
千
三
年
八
月
五
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。

日
本
国
の
た
め
に

森
山
眞
弓

谷
垣
禎
一

加
藤
良
三

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
た
め
に

ジ
ョ
ン
・
ア
シ
ュ
ク
ロ
フ
ト
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附
属
書

１

日
本
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
様
式
Ａ

１
（
業
務
記
録
に
関
す
る
証
明
書
）
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
請

－

(1)
求
し
た
業
務
記
録
の
原
本
又
は
写
し
が
真
正
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
当
該
様
式
に

よ
り
真
正
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
業
務
記
録
の
原
本
又
は
写
し
を
、
そ
れ
ら
の
中
で
主
張
さ
れ
て
い
る
事
項
が
真
実
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
様
式
Ａ

２
（
業
務
記
録
に
関
す
る
証
明
書
）
に
よ
り
、
日
本
国
が
請

－

(2)
求
し
た
業
務
記
録
の
原
本
又
は
写
し
が
真
正
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
は
、
当
該
様
式
に
よ
り
真
正

で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
業
務
記
録
の
原
本
又
は
写
し
を
、
自
国
の
裁
判
所
が
法
令
に
従
っ
て
証
拠
と
し
得
る
と
判
断
す
る

場
合
に
は
、
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。

２

日
本
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
様
式
Ｂ

１
（
外
国
公
文
書
に
関
す
る
証
明
書
）
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が

－

(1)
請
求
し
た
外
国
公
文
書
の
原
本
又
は
写
し
が
真
正
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
当
該
様

式
に
よ
り
真
正
で
あ
る
と
の
証
明
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
更
な
る
証
明
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
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は
、
当
該
様
式
に
よ
り
真
正
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
外
国
公
文
書
の
原
本
又
は
写
し
を
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
認

め
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
様
式
Ｂ

２
（
外
国
公
文
書
に
関
す
る
証
明
書
）
に
よ
り
、
日
本
国
が

－

(2)
請
求
し
た
外
国
公
文
書
の
原
本
又
は
写
し
が
真
正
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
は
、
当
該
様
式
に
よ
り

真
正
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
た
外
国
公
文
書
の
原
本
又
は
写
し
を
、
自
国
の
裁
判
所
が
法
令
に
従
っ
て
証
拠
と
し
得
る
と
判

断
す
る
場
合
に
は
、
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。

３

日
本
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
様
式
Ｃ

１
（
差
し
押
さ
え
た
物
件
に
関
す
る
証
明
書
）
に
よ
り
、
自
国
の
権
限

－

(1)
の
あ
る
当
局
が
条
約
第
九
条
に
基
づ
い
て
差
し
押
さ
え
た
物
件
の
保
管
の
継
続
性
及
び
特
定
性
並
び
に
そ
の
保
全
の
状
態

を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
当
該
様
式
に
よ
る
証
明
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
更
な
る
証
明
を

請
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
当
該
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
明
書
を
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る

と
認
め
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
こ
の
附
属
書
に
定
め
る
様
式
Ｃ

２
（
差
し
押
さ
え
た
物
件
に
関
す
る
証
明
書
）
に
よ
り
、
自

－

(2)
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
条
約
第
九
条
に
基
づ
い
て
差
し
押
さ
え
た
物
件
の
保
管
の
継
続
性
及
び
特
定
性
並
び
に
そ
の
保
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全
の
状
態
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
は
、
当
該
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
明
書
を
、
自
国
の
裁
判
所
が
法

令
に
従
っ
て
証
拠
と
し
得
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
証
拠
と
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
。
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様式Ａ－１

（アメリカ合衆国からの請求用）

業務記録に関する証明書

私、 は、この証明書において虚偽の陳述を行った場合
（氏 名）

に刑罰を科されることがあることを承知した上で、ここに、次のとおり陳述し

ます。

１ 私は に雇用されており、私
（業務記録の提出が求められている業務主体の名称）

の役職は です。
（役 職）

２ この証明書に添付した各業務記録は
（業務記録の提出が求められている業務主体

が保管する業務記録の原本又はその写しです。
の名称）

３(1) この証明書に添付した業務記録は、この中で記録されている事項につい

て知る者によって（又は、その者からの情報に基づいて）、その事項が生

じた時又はそれに近接した時に作成されたものです。

(2) この証明書に添付した業務記録の作成は、上記の業務主体が通常行う業

務の過程において行われたものです。

(3) 上記の業務主体は、通常作成すべきものとしてこの証明書に添付した業

務記録を作成しました。

(4) この証明書に添付した業務記録が原本でない場合には、その写しです。

（署 名）

（年月日）
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様式Ａ－２

（日本国からの請求用）

業務記録に関する証明書

私、 は、この証明書において虚偽の陳述又は虚偽の証
（氏 名）

明を行った場合に刑罰を科されることがあることを承知した上で、ここに、次

のとおり陳述します。

１ 私は に雇用されており、私
（業務記録の提出が求められている業務主体の名称）

の役職は です。
（役 職）

２ この証明書に添付した各業務記録は
（業務記録の提出が求められている業務主体の

が保管する業務記録の原本又はその写しです。
名称）

３(1) この証明書に添付した業務記録は、この中で記録されている事項につい

て知る者によって（又は、その者からの情報に基づいて）、その事項が生

じた時又はそれに近接した時に作成されたものです。

(2) この証明書に添付した業務記録の作成は、上記の業務主体が通常行う業

務の過程において行われたものです。

(3) 上記の業務主体は、通常作成すべきものとしてこの証明書に添付した業

務記録を作成しました。

(4) この証明書に添付した業務記録が原本でない場合には、その写しです。

（署 名）

（年月日）

上記の者は、 、私、
（年月日） （宣誓に関する事務を行う権限を有する者

、 の前で宣誓した。
の役職） （氏 名）



25

様式Ｂ－１

（アメリカ合衆国からの請求用）

外国公文書に関する証明書

私、 は、この証明書において虚偽の陳述又は虚偽の確
（氏 名）

認を行った場合に刑罰を科されることがあることを承知した上で、次のとおり

陳述します。

１ の当局における私の地位は、
（日本国又は地方公共団体） （官 職）

です。

２ 私は、 の法令又は条例若しくは規則により、こ
（日本国又は地方公共団体）

の証明書に添付した文書が の機関である
（日本国又は地方公共団体） （機関

において記録し又は保管している文書の原本又はその写しであ
の名称）

ることを確認する権限を有しています。

３ 文書についての記載

（署 名）

（官 職）

（年月日）
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様式Ｂ－２

（日本国からの請求用）

外国公文書に関する証明書

私、 は、この証明書において虚偽の陳述又は虚偽の確
（氏 名）

認を行った場合に刑罰を科されることがあることを承知した上で、次のとおり

陳述します。

１ の当局における私の地位は、
（行政区） （官 職）

です。

２ 私は、 の法令により、この証明書に添付した文書が
（行政区）

の機関である において記録し又
（行政区） （機関の名称）

は保管している文書の原本又はその写しであることを確認する権限を有して

います。

３ 文書についての記載

（署 名）

（官 職）

（年月日）
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様式Ｃ－１

（アメリカ合衆国からの請求用）

差し押さえた物件に関する証明書

私、 は、この証明書において虚偽の陳述を行った場合
（氏 名）

に刑罰を科されることがあることを承知した上で、次のとおり陳述します。

１ の当局における私の地位は、
（日本国又は地方公共団体） （官 職）

です。

２ 私は、３に掲げる物件を に に
（年月日） （場 所）

おいて から受け取り、保管を開始し、この物件を、そ
（氏 名）

の保管を開始した時の状態と同じ状態で（異なる場合には、４に記載したと

おりの状態で） に において
（年月日） （場 所）

に引き継ぎ、その保管を終了しました。
（氏 名）

３ 物件についての記載

４ 私が保管している間の状態の変化

（署 名）

（官 職）

（場 所）

（年月日）
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様式Ｃ－２

（日本国からの請求用）

差し押さえた物件に関する証明書

私、 は、この証明書において虚偽の陳述又は虚偽の確
（氏 名）

認を行った場合に刑罰を科されることがあることを承知した上で、次のとおり

陳述します。

１ の当局における私の地位は、
（行政区） （官 職）

です。

２ 私は、３に掲げる物件を に に
（年月日） （場 所）

おいて から受け取り、保管を開始し、この物件を、そ
（氏 名）

の保管を開始した時の状態と同じ状態で（異なる場合には、４に記載したと

おりの状態で） に において
（年月日） （場 所）

に引き継ぎ、その保管を終了しました。
（氏 名）

３ 物件についての記載

４ 私が保管している間の状態の変化

（署 名）

（官 職）

（場 所）

（年月日）




